
芦芦屋屋市市景景観観重重要要建建造造物物等等補補助助金金交交付付要要綱綱のの制制定定ににつついいてて

 （報告事項） 
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○ 芦屋市景観重要建造物等補助金交付要綱 

平成２９年５月１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，芦屋市都市景観条例（平成２１年芦屋市条例第２５号。以下「条

例」という。）第４２条第２項第２号及び第３号に掲げる経費の助成に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は，景観法（平成１６年法律第１１０号。以下

「法」という。）及び条例において使用する用語の例による。 

（補助対象） 

第３条 市長は，次に掲げる行為（以下「補助事業」という。）を行おうとする者に

対し，予算の範囲内において，補助金を交付する。 

(1) 景観重要建造物の修繕等で，維持保全のために市長が必要と認めるもの 

(2) 景観重要樹木の修復等で，維持保全のために市長が必要と認めるもの 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は，補助事業を行うために必要な経費とし，

補助金の額は，別表に定めるとおりとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，芦屋市景

観重要建造物等補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて提出し

なければならない。 

(1) 設計図書又は管理計画 

(2) 工事見積書 

(3) 現況写真 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は，前条の規定による申請に係る内容を審査し，補助金の交付を適当と

認めたときは，芦屋市景観重要建造物等補助金交付決定通知書（様式第２号）によ

り申請者に通知し，補助金の交付の対象とならないと認めたときは，芦屋市景観重
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要建造物等補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものと

する。 

２ 市長は，前項の規定による通知を行うときは，条件を付すことができる。 

（計画変更等） 

第７条 申請者は，前条第１項の規定により補助金の交付を適当と認められた補助事

業の内容を変更しようとするときは，芦屋市景観重要建造物等補助事業変更申請書

（様式第４号）を提出しなければならない。ただし，市長が軽微な変更であると認

める場合は，この限りでない。 

２ 市長は，前項の申請に係る内容を審査し，補助事業の変更を適当と認めるときは，

芦屋市景観重要建造物等補助事業変更承認通知書（様式第５号）により申請者に通

知し，補助事業の変更を適当と認めないときは，芦屋市景観重要建造物等補助事業

変更不承認通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

３ 申請者は，補助事業を中止しようとするときは，芦屋市景観重要建造物等補助事

業中止届出書（様式第７号）により市長に届け出なければならない。 

（完了報告） 

第８条 申請者は，補助事業が完了したときは，芦屋市景観重要建造物等補助事業完

了報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて提出し，市長に報告しなければ

ならない。 

(1) 補助事業の完了後の状況を示す写真 

(2) 補助事業に要した経費に係る領収書の写し 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定及び請求） 

第９条 市長は，前条の規定による報告の内容を精査し，これを適正と認めたときは，

交付すべき補助金の額を確定し，芦屋市景観重要建造物等補助金確定通知書（様式

第９号）により申請者に通知するものとする。 

２ 申請者は，前項の規定による通知を受けた後，芦屋市景観重要建造物等補助金交

付請求書（様式第１０号）により補助金を請求するものとする。 

（交付決定の取消し等） 
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第１０条 市長は，補助金の交付決定を受けた者又は既に補助金の交付を受けた者が

次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付決定を取り消し，既に交付し

た補助金があるときは，その全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 補助事業を中止し，又は廃止したとき。 

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。 

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(4) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは，芦屋市景観重

要建造物等補助金交付決定取消通知書（様式第１１号）により通知するものとする。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この要綱は，平成２９年５月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

対象物 経費 補助金額 

景観重要建

造物及びそ

の敷地 

建築物（門，塀を除く。）の新築，増築，

改築又は移転に係る工事費のうち外観に係

る経費 

２分の１に相当する額（３０

０万円を限度とする。） 

門又は塀の新築，増築，改築又は移転に係

る工事費のうち外観に係る経費 

２分の１に相当する額（２０

０万円を限度とする。） 

擁壁又は石垣の新築，増築，改築又は移転

に係る工事費のうち外観に係る経費 

２分の１に相当する額（２０

０万円を限度とする。） 

建築物等の修繕若しくは模様替又は色彩の

変更に係る工事費のうち外観に係る経費 

２分の１に相当する額（２０

０万円を限度とする。） 

建築設備等の目隠しなど修景工事に係る経

費 

２分の１に相当する額（５０

万円を限度とする。） 

フェンス又は柵の新築，増築，改築又は移

転に係る工事費のうち外観に係る経費 

２分の１に相当する額（５０

万円を限度とする。） 

通り景観を構成する植栽又は木竹の新植，２分の１に相当する額（５０
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移植，剪定又は伐採等に係る経費 万円を限度とする。） 

その他景観重要建造物の修繕に必要と認め

られる経費 

２分の１に相当する額（２０

０万円を限度とする。） 

景観重要樹

木 

適正な維持管理に係る経費 ２分の１に相当する額（５０

万円を限度とする。） 

備考 

１ 景観重要建造物及びその敷地に対する補助金の合計額は，１つの物件当たり

５００万円を限度とする。 

２ 補助金額に千円未満の端数が生じたときは，その端数を切り捨てるものとす

る。 
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ああししやや景景観観フフォォトトココンンテテスストトのの実実施施ににつついいてて

（報告事項） 
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あしや景観フォトコンテストについて

１ 趣旨

  写真を通じて本市の良好な景観を再認識し，今後の在り方を考えるきっか

けとなるよう，「景観」を主題とした写真コンテストを実施するもの。

２ 審査のポイント

（１） 今後も守り，育てていきたい景観として愛着や誇りが感じられるもの

（２） 「この景観を見たい，訪れたい，住みたい」と思えるもの

（３） 誰もが自由に訪れることができる場所で撮影されているもの 

３ 募集結果

（１） 応募期間 平成２９年５月１日から平成２９年１０月３１日まで 

（２） 応募状況 ２６名（作品数５１点）

４ 入賞作品

  あしや景観フォトコンテスト審査委員会による選考を実施（平成２９年１

１月３０日開催）

  審査委員会構成

役職名 氏名 所属団体等

委員長 山中 健 市長

副委員長 小林 繁夫 芦屋観光協会

委員 桑田 敬司 芦屋写真協会

委員 前田 由利 芦屋市景観認定審査会

委員 原田 純子 まちづくり連絡協議会

（１） 最優秀賞（１点） 

「春爛漫」西澤 忠雄（翠ケ丘町） 

（２） 優秀賞（２点） 

「美しい街路樹」田中 賢治（西宮市）

「あしやがわ」北川 明（三条町）

（３） 佳作（５点） 

「夏空を映す奥山貯水池」友田 和男（東京都） 

「芦屋川秋色」大田 嘉治（大阪市） 

「新緑の仲ノ池緑地公園」竹田 委久子（大原町） 

「芦屋マリーナ秋」岡野 仲伸（平田北町） 

「sunset beach」佐野 江身子（翠ケ丘町） 
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５ 公表等 

  平成３０年１月１日，ホームページ及び広報紙にて公表。 

  平成３０年１月１０日から２月１３日までの間，本庁舎北館１階にて展示。 

 平成３０年３月１６日，表彰式を開催予定。 
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最優秀賞：「春爛漫」西澤 忠雄（翠ケ丘町） 優秀賞：「美しい街路樹」田中 賢治（西宮市）

優秀賞：「あしやがわ」北川 明（三条町） 佳作：「夏空を映す奥山貯水池」友田 和男（東京都）

佳作：「芦屋川秋色」大田 嘉治（大阪市） 佳作：「新緑の仲ノ池緑地公園」竹田 委久子（大原町）

佳作：「芦屋マリーナ秋」岡野 仲伸（平田北町） 佳作：「sunset beach」佐野 江身子（翠ケ丘町） 
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